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平成25年3月22日

東京高等裁判所事務局総務課文書企画官殿

地方裁判所事務局総務謀長殿(東京，大阪を除くd)

地方裁判所事務局総務課文書企画宮殿

最高裁判所事務総局情報政策課課長補佐池田 誠）

民事裁判事務支援システムの開廷表の様式の一部変更につい ．
て（事務連絡）

民事裁判事務支援システム(MINTAS)から出力される開廷表については，
第一審所訟事件及び控訴事件等の区別なく，一律に当事者欄の下に「原告竺／枕4罰・ 画畷『ｰ＝1丁鐸u､ｺｪ側'r季汁守”隆万りぱ､9 一~律に当事者欄の下に「原告等／被告

等」と， '当事者の氏名の前に「原：」及び「被：」と表記されるという問題がある
ことから， ・3月25日 （月）.からは，出力される開廷表からこれらの当事者の呼称

を示す表記を肖j除することとしました（この変更の具体的なイメージは,添付ファ
イルのとおりです。 ） 。

ついては， この内容を管内支部を含む関係職員に周知してください｡ ．

）

〃



変更前101号糊廷衰

平鹿25年4月8日月厘日
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変更後101号棚磯
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平嘩25年4月8日月曜日
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